
長野県医師国民健康保険組合規約

昭和 33年 2月 15日 認可 昭和 33年 4月 1日 施行

〃 53年 2月 14日 全面改正 〃 53年 4月 1日 〃

〃 54年 2月 22日 一部改正 〃 54年 4月 1日 〃

〃 58年 1月 14日 〃 〃 58年 2月 1日 〃

平成 2年 7月 27日 〃 平成 2年 8月 1日 〃

〃 4年 4月 10日 〃 〃 4年 4月 1日 〃

〃 5年 7月 30日 〃 〃 5年 7月 30日 〃

〃 7年 2月 24日 〃 〃 7年 4月 1日 〃

〃 9年 2月 25日 〃 〃 9年 3月 17日 〃

〃 10年 2月 24日 〃 〃 10年 3月 16日 〃

〃 10年 2月 24日 〃 〃 10年 10月 1日 〃

〃 12年 2月 24日 〃 〃 12年 4月 1日 〃

〃 12年 7月 28日 〃 〃 12年 7月 28日 〃

〃 14年 2月 28日 〃 〃 14年 4月 1日 〃

〃 14年 2月 28日 〃 〃 14年 10月 1日 〃

〃 15年 2月 25日 〃 〃 14年 10月 1日 〃

〃 16年 2月 24日 〃 〃 15年 10月 27日 〃

〃 16年 2月 24日 〃 〃 16年 10月 1日 〃

〃 17年 2月 26日 〃 〃 17年 4月 1日 〃

〃 18年 7月 27日 〃 〃 18年 10月 1日 〃

〃 20年 2月 29日 〃 〃 20年 4月 1日 〃

〃 20年 12月 19日 〃 〃 21年 1月 1日 〃

〃 21年 7月 28日 〃 〃 21年 10月 1日 〃

〃 23年 2月 25日 〃 〃 23年 2月 25日 〃

〃 23年 2月 25日 〃 〃 23年 4月 1日 〃

〃 23年 7月 26日 〃 〃 23年 7月 26日 〃

〃 24年 2月 28日 〃 〃 24年 2月 28日 〃

〃 25年 2月 26日 〃 〃 25年 4月 1日 〃

〃 26年 2月 25日 〃 〃 25年 12月 24日 〃

〃 27年 2月 19日 〃 〃 27年 1月 1日 〃

〃 28年 2月 25日 〃 〃 28年 1月 1日 〃

令和 元年 7月 25日 〃 令和 元年 7月 25日 〃

〃 元年 7月 25日 〃 〃 2年 4月 1日 〃

〃 2年 2月 27日 〃 〃 2年 4月 1日 〃

〃 2年 6月 25日 〃 〃 2年 1月 1日 〃

〃 3年 2月 25日 〃 〃 3年 2月 25日 〃

第１ 章　 総　 　 　 則

（ 目　 的）

第 1 条　 こ の組合は、 国民健康保険法 ( 昭和 33 年法律第 192 号。 以下「 法」 と いう 。 ) に基づき 、 こ の組

合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者並びに組合員が雇用する被保険者の国民健康保険を 行う

こ と を 目的と する。

（ 名　 称）

第２ 条　 こ の組合は、 長野県医師国民健康保険組合（ 以下「 組合」 と いう 。） と 称する。

　（ 事務所の所在地） 

第３ 条　 こ の組合の事務所は長野県長野市大字三輪 1316 番地 9　 長野県医師会館内に置く 。

（ 地　 区）

第４ 条　 組合は長野県及び東京都大田区、 埼玉県さ いたま市の区域を その地区と する。
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（ 公告の方法）

第５ 条　 組合の公告は長野県医師会報または組合ホームページに掲載し て行う 。

第２ 章　 組合員及び被保険者

（ 組合員の範囲）

第 6 条　 組合員は長野県医師会会員である医師及び当該医師が開設し 又は管理者である長野県の区域の医

療機関又は福祉施設に常時勤務する従業員で、 第 4 条に定める地区内に住所を 有し 、 医療及び福祉の事

業又は業務に従事する者と する。 また、 長野県医師会会員である医師組合員が高齢者の医療の確保に関

する法律 ( 昭和 57 年法律第 80 号 ) 第 50 条に規定する被保険者と なっ ても 当該世帯及び当該組合員が開

設し 又は管理者である 医療機関又は福祉施設に常時勤務する 従業員に国保法第 6 条各号 ( 第 10 号を 除

く 。 ) のいずれにも 該当し ない被保険者がある場合には、 引き 続き 組合員と なるこ と ができ る。

２ 　 組合員は次の三種と する。

⑴　 第一種組合員

長野県医師会会員である医師

⑵　 特別組合員

高齢者の医療の確保に関する法律 ( 昭和 57 年法律第 80 号 ) 第 50 条に規定する被保険者で引き 続き

組合員と なっ た医師

⑶　 第二種組合員

第一種組合員又は特別組合員が開設し 又は管理者である医療機関又は福祉施設に常時勤務する従業

員

３ 　 組合員が医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であるこ と の判定基準は、 別に定める。

（ 被保険者の範囲）

第 6 条の 2　 組合は、 組合員及び組合員の世帯に属する者 ( 以下「 世帯員」 という。 )をもって被保険者とする。

　

（ 加入の申込）

第７ 条　 組合に加入し よう と する者は、 氏名、 住所、 性別、 生年月日、 行政手続き における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する 法律 (平成 25 年法律第 27 号 )第 2 条第 5 項に規定する個人番号 (以

下「 個人番号」 と いう 。 )、 職業、 使用さ れる事業所名及び法第 6 条各号に関する事項（ 健康保険法（ 大

正 11 年法律第 70 号） 第 3 条第 1 項第 8 号又は同条第 2 項ただし 書の規定による承認に関する事項を 含

む。 以下同じ 。） 並びに世帯員の氏名、 性別、 生年月日、 自己と の続柄、 個人番号、 職業、 使用さ れる

事業所名及び法第 6 条各号に関する事項を 記載し た書面を も っ て、 その旨を 組合に申し 込まなければな

ら ない。

２ 　 前項の加入申込みを し た者は、 理事長が加入の申込みを 受理し た日に被保険者と なる。

３ 　 前項の受理は第 1 項の申込みを し た日から 30 日以内にし なければなら ない。

（ 変更の届出）

第７ 条２ 　 第 7 条第 1 項に掲げる事項に変更があっ たと き は、 組合員は、 変更後の事項を 記載し た書面を

も っ て、 その旨を 組合に届け出なければなら ない。
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( 後期高齢者医療制度の適用を 受けた第一種組合員の届出 )

第７ 条３ 　 高齢者の医療の確保に関する法律 ( 昭和 57 年法律第 80 号 ) 第 50 条に規定する被保険者と なっ

た第一種組合員が、 引き 続き 組合員 (「 特別組合員」 ) と なる場合には、 その旨を 組合に届け出なければ

なら ない。

２ 　 前項に規定する特別組合員が、 資格を 喪失し た場合には、 その旨を 組合に届け出なければなら ない。

（ 脱　 退）

第８ 条　 組合員は組合を 脱退するには 1 箇月以上の予告期間を 設けあら かじ め、通知し なければなら ない。

（ 除　 名）

第９ 条　 次の各号の１ に該当する組合員は、 理事会の議決によっ て除名するこ と ができ る。

⑴　 正当な理由がないのに保険料の納付期日後 6 箇月を 経過し たにも かかわら ず、 保険料を 納付し ない

と き 。

⑵　 法の規定による届出を せず、 若し く は虚偽の届出を し 、 又は加入の申込みに当っ て虚偽の事項を 記

載し た申込書を 提出し たと き 。

第３ 章　 保 険 給 付

（ 一部負担金）

第10条　 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を 受ける被保険者は、 その給付を 受ける際、 次の

各号の区分に従い、 当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を 乗じ て得た額を 、 一部負担金

と し て、 当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければなら ない。

⑴　 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であっ て 70歳に達する日の属する月以前である場合

 10 分の３

⑵　 6 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日以前である場合 10 分の２

⑶　 70 歳に達する日の属する月の翌月以後である 場合 ( 次号に掲げる場合を 除く ) 10 分の２

⑷　 法第 42 条第 1 項第 4 号の規定が適用さ れる者である 場合 10 分の３

（ 自己及び自家診療）

第11条　 第一種組合員又は特別組合員が、 自己の属する医療機関で、 自己及びその世帯員並びに第二種組

合員及びその世帯員について行う 診療に係る給付はこ れを 行わない。

（ 出産育児一時金）

第12条　 被保険者が出産し たと き は、 当該被保険者に対し 、 出産育児一時金と し て出産児１ 人につき 40万

4千円を 支給する。

　 ただし 、 健康保険法施行令（ 大正 15 年勅令第 243 号） 第 36 条のただし 書に規定する出産であると 認め

ら れると き は、 こ れに 3 万円を 上限と し て加算するも のと する。

（ 葬祭費）

第13条　 被保険者が死亡し たと き はその者の葬祭を 行う 者に対し 、 葬祭費と し て次の額を 支給する。

⑴　 第一種組合員 15 万円

⑵　 第二種組合員　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 万円

⑶　 世 帯 員　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  5 万円
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（ 傷病手当金）

第14条　 組合は引き 続き 6箇月以上第一種組合員である者が、 疾病又は負傷のため7日以上引き 続き 医業ま

たは業務に従事するこ と ができ なく なっ たと き は、 当該医業又は業務に従事するこ と ができ なく なっ た

日から 起算し 、 その期間傷病手当金と し て1日5,000円を 支給する。

２ 　 傷病手当金の支給期間は、 すべての疾病、 負傷を 対象と し 、 支給を 始めた日から 起算し て3年間に90

日を 超えるこ と ができ ない。

３ 　 本条の規定にかかわら ず、 被保険者が第 14 条の 2 から 第 14 条の 4 までに規定する傷病手当金の支給

を 受ける と き は、 本条に規定する傷病手当金の支給は行わない。

（ 新型コ ロナウイ ルス感染症に感染し た被保険者等に係る傷病手当金）

第14条の２ 　 組合は、 給与等（ 所得税法（ 昭和40年法律第33号） 第28条第1項に規定する 給与を いい、 賞

与（ 健康保険法（ 大正11年法律第70号） 第3条第6項に規定する賞与を いう 。 ） を 除く 。 以下同じ 。 ） の

支払いを 受けている被保険者が療養のため労務に服するこ と ができ ないと き （ 新型コ ロナウイ ルス感染

症（ 病原体がベータ コ ロナウイ ルス属のコ ロナウイ ルス（ 令和2年1月に、 中華人民共和国から 世界保健

機関に対し て、 人に伝染する 能力を 有する こ と が新たに報告さ れたも のに限る 。 ） である 感染症を い

う 。 以下同じ 。 ） に感染し たと き 又は発熱等の症状があり 当該感染症の感染が疑われると き に限る。 ）

は、 その労務に服する こ と ができ なく なっ た日から 起算し て3日を 経過し た日から 労務に服する こ と が

でき ない期間のう ち労務に就く こ と を 予定し ていた日について、 傷病手当金を 支給する。

２ 　 傷病手当金の額は、 一日につき 、 傷病手当金の支給を 始める日の属する 月以前の直近の継続し た 3 月

間の給与等の収入の額の合計額を 就労日数で除し た金額（ その額に、 5 円未満の端数があると き は、 こ

れを 切り 捨て、 5 円以上 10 円未満の端数がある と き は、 こ れを 10 円に切り 上げる も のと する。） の 3

分の 2 に相当する 金額（ その金額に、 50 銭未満の端数がある と き は、 こ れを 切り 捨て、 50 銭以上 1 円

未満の端数がある と き は、 こ れを 1 円に切り 上げる も のと する 。） と する。 ただし 、 健康保険法第 40

条第 1 項に規定する 標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の 30 分の 1 に相当する 金額の 3 分の

2 に相当する金額を 超えると き は、 その金額と する。

３ 　 傷病手当金の支給期間は、 その支給を 始めた日から 起算し て 1 年 6 月を 超えないも のと する。

（ 新型コ ロナウイ ルス感染症に感染し た被保険者等に係る傷病手当金と 給与等と の調整）

第14条の３ 　 新型コ ロナウイ ルス感染症に感染し た場合又は発熱等の症状があり 当該感染症の感染が疑わ

れる場合において給与等の全部又は一部を 受けるこ と ができ る者に対し ては、 こ れを 受けるこ と ができ

る期間は、 傷病手当金を 支給し ない。 ただし 、 その受ける こ と ができ る 給与等の額が、 前条第2項の規

定により 算定さ れる額より 少ないと き は、 その差額を 支給する。

第14条の４ 　 前条に規定する被保険者が新型コ ロナウイ ルス感染症に感染し た場合において、 その受ける

こ と ができ るはずであっ た給与等の全部又は一部につき 、 その全額を 受けるこ と ができ なかっ たと き は

傷病手当金の全額、 その一部を 受ける こ と ができ なかっ た場合においてその受けた額が傷病手当金の額

より 少ないと き はその額と 傷病手当金と の差額を 支給する。 ただし 、 同条ただし 書の規定により 傷病手

当金の一部を 受けたと き は、 その額を 支給額から 控除する。

２ 　 前項の規定により 組合が支給し た金額は、 当該被保険者を 使用する事業所の事業主から 徴収する。
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第４ 章　 保 健 事 業

（ 保健事業）

第15条　 組合は、 法第72条の5に規定する 特定健康診査等を 行う も のと するほか、 被保険者の健康保持増

進のために必要な事業を 行う 。

第16条　 前条の特定健康診査等は、 特定健康診査等実施計画書に基づき 実施するも のと する。

第17条　 こ の章に定めるも のの外、 保健事業に関し て必要な事項は別に定める 。

第５ 章　 保　 険　 料

（ 保険料の賦課額）

第18条　 第一種組合員並びに特別組合員は保険料と し て、 組合会の議決を 経て賦課さ れる 第一種組合員・

第二種組合員・ 世帯員の均等割額、 後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に充てる

ため算定し た被保険者 ( 以下、「 後期高齢者支援金等賦課被保険者」 と いう 。 ) の均等割額、 また、 介護

保険法（ 平成 9 年法律第 123 号） 第 9 条第 2 号に規定する 被保険者（ 以下「 介護納付金賦課被保険者」

と いう 。） の均等割額の合算を 毎月組合に納入し なければなら ない。

２ 　 特別組合員に賦課さ れる保険料はない。

３ 　 第二種組合員の均等割額の 2 分の 1 は、 事業主負担と する。 ただし 、 後期高齢者支援金等賦課被保険

者均等割額及び介護納付金賦課被保険者均等割額は除く 。

第19条　 削除

（ 賦課期日）

第20条　 保険料の賦課期日は、 毎年 4 月 1 日と する。

（ 納　 期）

第21条　 保険料は毎月25日までに納付し なければなら ない。

（ 保険料の変更）

第22条　 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し た者がある場合、 又は第一種組合員・ 特別組合員の世帯

に属する被保険者数及び第二種組合員若し く は第二種組合員の世帯に属する被保険者数が増加し た場合

若し く は第一種組合員・ 特別組合員の世帯に属する被保険者及び第二種組合員若し く は第二種組合員の

世帯に属する被保険者が介護保険法第 9 条第 2 号に規定する被保険者（ 以下こ の条において「 介護納付

金賦課被保険者」 と いう 。） と なっ た場合には、 当該第一種組合員並びに特別組合員に対し て課する 保

険料は、 その納付義務が発生し 、 又は被保険者数が増加し 、 若し く は第一種組合員・ 特別組合員の世帯

に属する被保険者及び第二種組合員若し く は第二種組合員の世帯に属する 被保険者が介護納付金賦課被

保険者と なっ た日の属する月から 徴収し 、 その額は第 18 条により 算定し た月額と する。

２ 　 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し た場合又は世帯に属する被保険者数が減少し た場合若し く は

第一種組合員・ 特別組合員の世帯に属する 被保険者及び第二種組合員若し く は第二種組合員の世帯に

属する 被保険者が介護納付金賦課被保険者でなく なっ た場合には、 当該納付義務者に対し て課する 保

険料は、 その納付義務が消滅し 又は被保険者数の減少があっ た日（ 法第 6 条第 1 号から 第 8 号までの
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規定のいずれかに該当し たこ と によ り 納付義務が消滅し 、 又は被保険者数の減少があっ た場合におい

ては、 その消滅し 、 又は減少があっ た日が月の初日である と き に限り 、 その前日と する。） 若し く は第

一種組合員・ 特別組合員の世帯に属する 被保険者及び第二種組合員若し く は第二種組合員の世帯に属

する 被保険者が介護納付金賦課被保険者でなく なっ た日の属する 月の前月まで徴収し、 その額は第 18

条により 算定し た月額と する。

（ 納額告知）

第23条　 保険料の額が決定し たと き は、 理事長は速やかにこ れを 組合員に通知し なければなら ない。

（ 督促手数料）

第24条　 保険料の督促手数料は、 督促状一通について100円と する。

（ 延滞金）

第25条　 納付期限までに保険料を 納入し ない第一種組合員並びに特別組合員があると き は、 当該保険料の

額に、 その納期限の翌日から 納入の日までの期間の日数に応じ 、 当該金額が 2,000 円以上であると き は、

当該金額（ 当該金額に1,000円未満の端数がある と き は、 こ れを 切り 捨てる 。） につき 年 14.6 パーセン

ト 、 当該納期限の翌日から 3 月を 経過する 日までの期間については、 年 7.3 パーセン ト の割合を 乗じ て

計算し た延滞金（ 当該延滞金に100円未満の端数があると き 、又はその全額が 1,000 円未満であると き は、

その端数全額又はその全額を 切り 捨てる。） を 加算し て徴収する。 ただし 、 次に掲げる 場合は、 延滞金

を 徴収し ない。

　（ 保険料納付期限の延長）

第26条　 理事長は保険料納付義務者が納付すべき 保険料の全部又は一部を 一時に納付するこ と ができ ない

と 認めた場合においては、 その申請によっ て納付する こ と ができ ないと 認めら れる 金額を 限度と し て 、

3 箇月以内の期限を 限っ て徴収猶予する こ と ができ る。

２ 　 納付義務者が、 その資産について震災、 風水害、 火災、 又はこ れに類する災害を 受けたと き 。

（ 保険料の減免）

第27条　 理事長は、 次に該当する者から 申請のあっ た場合、 必要があると 認めら れるも のに対し 、 理事会

の議決を 経て保険料を 減免するこ と ができ る。

⑴　 災害等により 生活が著し く 困難と なっ た者又はこ れに準ずると 認めら れる者。

第６ 章　 組　 合　 会

（ 組合会議員の定数）

第28条　 組合会議員の定数は33人と する。

（ 組合会議員の選挙及び選挙区）

第29条　 組合会議員は各選挙区において選挙する。

２ 　 選挙区は郡市医師会の地区と する。

３ 　 組合会議員の選挙方法は別に定める。
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（ 任　 期）

第30条　 組合会議員の任期は 2 年と する。 ただし 、 令和 2 年 2 月 10 日より 就任する組合会議員の任期は、

令和 3 年 3 月 31 日を も っ て満了するも のと し 、 以降、 任期は 4 月 1 日より 起算する。

２ 　 補欠議員の任期はその前任者の残任期間と する。

（ 組合会の議決事項）

第31条　 組合会は法第27条に定めるも ののほか次に掲げる事項を 議決する。

⑴　 特別積立金及び支払準備積立金の繰替使用に関する事項

⑵　 法令遵守体制の整備に関する基本方針の策定及び変更

⑶　 その他の重要なる事項

（ 組合会の種類）

第32条　 組合会は通常組合会及び臨時組合会と する。

　（ 組合会の招集）

第33条　 通常組合会は毎年 2 月及び 7 月の 2 回、 理事会の議決により 招集し なければなら ない。

第34条　 臨時組合会は必要に応じ 理事会の議決により 招集するこ と ができ る。

（ 組合会の招集手続）

第35条　 組合会の招集は開催日の 7 日前までに会議の目的たる事項及び日時、 場所等明記し た書面を 組合

会議員の住所にあてて送付し て行う も のと する。

２ 　 前項の規定にかかわら ず、 会議の目的たる事項が役員の選出にあたる場合の組合会の招集は、 開催日

の14日前までに前項の書面を 組合会議員の住所にあてて送付し て行う も のと する。

（ 緊急議決）

第36条　 組合会においては出席し た議員の 3 分の 2 以上の同意を 得たと き に限り 、 あら かじ め通知のあっ

た事項以外の事項についても 議決する こ と ができ る。 ただし 法第 27 条第 1 項に掲げる 事項については

こ の限り ではない。

（ 組合会議長及び副議長）

第37条　 組合会議長及び副議長は、 組合会議員の選挙後、 最初に開かれる組合会において議長、 副議長各

１ 名を 互選する。

２ 　 議長及び副議長の任期は組合会議員の任期による。

（ 組合会の議事録）

第38条　 組合会の議事については議事録を 作成し 、 経過の要領及びその結果を 記載し 、 議長は出席し た組

合会議員 2 名と 署名捺印し なければなら ない。

第７ 章　 役員及び職員

（ 役員の選出及び定数）
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第39条　 理事及び監事は、 別に定めると こ ろ により 、 組合員の中から 選出する。 ただし 特別の事情がある

と き は、 組合員以外の者のう ちから 組合会で選出するこ と ができ る。

２ 　 理事の定数は 9 名と する。

３ 　 監事の定数は 3 名と する。

（ 理事長）

第40条　 理事のう ち 1 名を 理事長と し 、 理事がこ れを 互選する。

（ 副理事長）

第41条　 理事のう ち 1 名を 副理事長と し 、 理事がこ れを 互選する。

２ 　 副理事長は、 理事長を 補佐し 理事長に事故あると き は、 その職務を 代行する。

（ 常務理事）

第42条　 理事のう ち 2 名を 常務理事と し 、 理事がこ れを 互選する。

２ 　 常務理事は常時組合事務を 掌理し 、 理事長及び副理事長と も に事故ある と き はその職務を 代行する。

（ 法令遵守担当理事）

第42条の２ 　 理事のう ち 1 名を 法令遵守担当理事と し 、 理事がこ れを 互選する 。

２ 　 法令遵守担当理事は、 理事長を 補佐し 、 法令遵守に関する組合の業務を 行う 。

（ 役員の任期）

第43条　 理事及び監事の任期は 2 年と する。 ただし 、 令和 2 年 4 月 1 日より 就任する理事及び監事の任期

は、 令和 3 年 7 月 31 日を も っ て満了するも のと し 、 以降、 任期は 8 月 1 日より 起算する。

２ 　 補欠役員の任期は前任者の残任期間と する。

３ 　 役員は辞任または任期が満了した場合においても後任者が就任するまではなお従前の職務を行うものとする。

４ 　 選出区分が長野県医師会である役員については、 長野県医師会の役員を 退任し た後も 、 医師国保組合

役員の任期が満了するまでは医師国保組合の役員資格があるも のと する。

（ 補欠選挙）

第44条　 理事又は監事のう ちその定数の 3 分の 1 を 超えるも のが欠けたと き は 3 月以内に補充し なければ

なら ない。

（ 理事の職務）

第45条　 理事は法令、 規約及び組合会の決議事項を 尊重し 、 その職務を 遂行し なければなら い。

（ 監事の兼職禁止）

第46条　 監事は組合の理事又は職員を 兼ねてはなら ない。

（ 監事の職務）

第47条　 監事は、 いつでも 会計に関する 帳簿及び書類の閲覧若し く は謄写を し 、 又は理事長に対し 会計に

関する報告を 求めるこ と ができ る。
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２ 　 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。

（ 報酬及び費用弁償）

第48条　 役員には報酬及び費用弁償を する こ と ができ る。

２ 　 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は別にこ れを 定める。

（ 役員の解任）

第49条　 組合員は総組合員の 5 分の 1 以上の連署を も っ て、 解任の理由を 記載し た書面を 理事長に提出し

て役員の解任を 請求するこ と ができ る。

２ 　 前項の規定による解任の請求は理事の全員又は監事の全員について同時にし なければなら ない。 ただ

し 法令又はこ の規約に違反し たこ と を 理由と し て、 解任を 請求すると き はこ の限り ではない。

３ 　 第 1 項の規定による解任の請求があっ たと き は、 理事長は、 その請求を 組合会の議に付し 、 かつ組合

会の開催日から 1 週間前までにその請求に係る役員に第 1 項の書面を 送付し かつ組合会において弁明す

る 機会を 与えなければなら ない。

４ 　 第 1 項の規定による解任の請求について組合会において組合会議員の半数以上が出席し その過半数の

同意があっ たと き は、 その請求に係る役員はその職を 失う 。

（ 顧　 問）

第50条　 組合に顧問を 置く こ と ができ る。

２ 　 顧問は組合会の承認を 得て理事長が委嘱する。

３ 　 顧問の任期は役員の任期と 同様と する 。

（ 職　 員）

第51条　 こ の組合に次に掲げる職員を 置く 。

⑴　 事 務 長

⑵　 課　 　 長

⑶　 課長補佐

⑷　 係　 　 長

⑸　 主　 　 任

⑹　 係

２ 　 事務長は理事会の同意を 得て理事長が任免する。

３ 　 事務長は職員を 統轄し 、 理事会の決定に従いこ の組合の事務を 誠実に行わなければなら ない。

４ 　 職員は理事長が任免する。

５ 　 職員は事務長の事務を 補佐する。

６ 　 職員の給与及び諸手当は長野県医師会職員給与規程を 準用する。

第８ 章　 理　 事　 会

（ 理事会の招集）

第52条　 理事会は必要に応じ 、 理事長が招集し 理事長がその議長と なる。

２ 　 理事会の招集は、 開催日の7日前までに会議の目的たる事項及び日時、 場所等を 明記し た書面を 各理

事に送付し て行う も のと する。

ただし 急施を 要する場合は、 こ の限り ではない。

− 9 −



（ 理事会の決定事項）

第53条　 理事会においては、 次に掲げる 事項について決定する。

⑴　 組合会の招集及び組合会に提出する議案

⑵　 組合業務運営の具体的方針の決定

⑶　 業務執行に関する理事会において必要と 認めた事項

⑷　 その他、 こ の規約に定める事項

（ 理事会の議事）

第54条　 理事会の議事は理事の過半数が出席し 、 その過半数で決し 可否同数のと き は、 議長の決すると こ

ろ による。

（ 理事会の議事録）

第55条　 理事会の議事については議事録を 作成し 、 議事の経過の要領及びその結果を 記載し 、 議長及び出

席し た理事 2 名が署名捺印し なければなら ない。

第９ 章　 業務の執行及び会計

（ 規約その他書類の備付及び閲覧）

第56条　 理事長は規約及び組合会の議事録を 事務所に備えて置かなければなら ない。

２ 　 組合員は、 いつでも 理事長に対し 前項の書類の閲覧を 求めるこ と ができ る。 こ の場合には理事長は、

正当な理由がないのにこ れを 拒んではなら ない。

（ 経費の支弁）

第57条　 組合の経費は次の各号に掲げる も のを も っ て支弁するも のと する。

⑴　 保険料、 使用料及び手数料

⑵　 補助金及び負担金

⑶　 寄附金その他の収入

（ 特別会計）

第58条　 こ の組合は組合会の議決を 経て特別会計を 設けるこ と ができ る。

２ 　 特別会計に関し て必要な事項は別にこ れを 定める。

（ 財産管理）

第59条　 こ の組合の財産の管理は次の各号に掲げると こ ろ による。

⑴　 有価証券は、 確実なる金融機関に保護預けと し 、 又は理事会の議決を 経て定めた方法によるこ と 。

⑵　 積立金は、 金融機関に預け入れ、 又は理事会の議決を 経て定めた方法によるこ と 。

⑶　 現金は金融機関に預け入れるこ と 。

⑷　 前各号以外の財産の管理は、 組合会の議決を 経て定めた方法によるこ と 。

（ 決算関係書類の提出、 備付及び閲覧）

第60条　 理事長は通常組合会の 7 日前までに事業報告書財産目録及び収支決算書を 監事に提出し 、 かつ、

こ れら の書類を 事務所に備えておかなければなら ない。
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２ 　 理事長は、監事の意見を 添えて前項の書類を 通常組合会に提出し 、その承認を 求めなければなら ない。

３ 　 組合員はいつでも 理事長に対し 第 1 項の閲覧を 求めるこ と ができ る。

（ 会計帳簿の閲覧）

第61条　 組合員は総組合員の 3 分の 1 以上の同意を 得て、 いつでも 理事長に対し 会計に関する帳簿及び書

類の閲覧を 求めるこ と ができ る。 こ の場合には理事長は、 正当な理由がないのにこ れを 拒んではなら な

い。

第 1 0 章　 財　 　 　 務

（ 準備金）

第62条　 組合は、 次の目的のため準備金を 積立てるこ と ができ る。

⑴　 職員退職手当支給のための職員退職手当準備積立金

⑵　 役員退職慰労金支給のための役員退職慰労金準備積立金

⑶　 療養給付支払のための療養給付準備積立金

⑷　 その他目的達成に必要な準備積立金

（ 準備金の取り く ずし ）

第63条　 前条に規定する準備金は、 前条各号に掲げる目的以外に使用し てはなら ない。

第 1 1 章　 雑　 　 　 則

（ 規則および規定）

第64条　 こ の規約の定めるも ののほか、 こ の規約の施行に関し て必要な事項は理事会の議決により 規則又

は規定を も っ て別にこ れを 定める。

第 1 2 章　 罰　 　 　 則

第65条　 組合は、 組合員が法第 22 条の規定において準用する 法第 9 条第 1 項若し く は第 9 項の規定によ

る届出を せず、 若し く は虚偽の届出を し た場合又は法第 22 条の規定において準用する 法第 9 条第 3 項

若し く は第 4 項の規定により 被保険者証の返還を 求めら れてこ れに応じ ない場合においては、 その者に

対し 100,000円以下の過怠金を 課する。

第66条　 組合は、 組合員又は組合員であっ た者が正当な理由なし に法第113条の規定によ り 文書その他の

物件の提出若し く は提示を 命ぜら れてこ れに従わず、 又は同条の規定によ る当該職員の質問に対し て答

弁を せず、 若し く は虚偽の答弁を し たと き は、 100,000円以下の過怠金を 課する。

第67条　 組合は偽り その他不正の行為により 保険料、 一部負担金及びこ の規約に規定する過怠金の徴収を

免れた者に対し 、 その徴収を 免れた金額の 5 倍に相当する金額以下の過怠金を 課する。

第68条　 前 3 条の過怠金の額は、 情状により 理事長が定める。

第69条　 第65条から 第67条までの過怠金を 徴収する 場合において発する 納額告知書に指定すべき 納期限

は、 その発行の日から 起算し て10日以上を 経過し た日と する。
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附　 則

（ 一部負担金に係る経過措置）

１ 　 第 10 条の規定は、 平成 20 年 4 月 1 日以後の療養の給付を 受ける 際の一部負担金から 適用し 、 平成

20 年 3 月 31 日以前の一部負担金の額については、 なお従前の例による。

（ 延滞金の割合の特例）

２ 　 第 25 条に規定する 延滞金の年 7.3 パーセン ト の割合は、 当分の間、 同条の規定にかかわら ず、 各年

の特例基準割合（ 各年の前年の 11 月 30 日を 経過する 時における日本銀行法（ 平成 9 年法律 89 号） 第

15 条第 1 項第 1 号の規定によ り 定めら れる 商業手形の基準割引率に年 4 パーセン ト の割合を 加算し た

割合を いう 。 以下こ の項において同じ 。） が年 7.3 パーセン ト の割合に満たないと き は、 その年中にお

いては、 当該特例基準割合（ 当該特例基準割合に 0.1 パーセン ト 未満の端数があると き は、 こ れを 切り

捨てる。） と する。

３ 　 第４ 条の規定は平成 25 年 5 月 1 日から 施行し 、 施行前から 当該区域に住所を 有する 者については、

その住所を 有するに至っ た日から 適用する。

４ 　 第 14 条の 2 から 第 14 条の 4 までの規定は令和 2 年 6 月 25 日から 施行し 、 新型コ ロ ナウイ ルス感染

症に感染し た被保険者等に係る傷病手当金の支給を 始める日が令和 2 年 1 月 1 日から 別に定める日まで

の間に属する場合に適用するこ と と する。

− 12 −

 （出産育児一時金に係る経過措置）
５ 第12条の規定は令和4年1月1日から施行し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の額について
 は、なお従前の例による。


